
別表第２（介護保険法施行規則第１４０条の３１―第１４０条の３３関係） 
第１ 介護サービスの内容に関する事項 
１ 介護サービスの提供開始時における利用者等又は入所者等に対する説明及び契約等

に当たり、利用者又は入所者等の権利擁護等のために講じている措置 
 イ 共通事項（（３）については福祉用具貸与を、（４）については居宅介護支援を除く。） 
（１）介護サービスの提供開始時における利用者等又は入所者等に対する説明及び利

用者等又は入所者等の同意の取得の状況 
（２）利用者等又は入所者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施状況 
（３）利用者又は入所者の状態に応じた訪問介護計画等の介護サービスに係る計画の

作成及び利用者等又は入所者等の同意の取得の状況 
（４）利用者等又は入所者等に対する利用者又は入所者が負担する利用料に関する説

明の実施の状況 
ロ 特定施設入居者生活介護 
（１）成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況 
（２）介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況 
ハ 福祉用具貸与 
  利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況 
ニ 介護福祉施設サービス及び介護老人保健施設サービス 
  成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況 
 
２ 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置 
 イ 共通事項 
（１）認知症の利用者又は入所者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状

況 
（２）利用者又は入所者のプライバシーの保護のための取組の状況 
ロ 訪問介護 
（１）利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況 
（２）入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況 
（３）移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況 
（４）家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況 
（５）訪問介護員等（法第８条第２項に規定する介護福祉士その他政令で定める者をい

う。）による訪問介護の提供内容の質の確保のための取組の状況 
ハ 訪問入浴介護 
（１）訪問入浴介護の提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況 
（２）入浴の介助の質の確保のための取組の状況 
（３）訪問入浴介護に必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況 
（４）訪問入浴介護の提供内容の質の確保のための取組の状況 
 ニ 訪問看護 
（１）機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況 
（２）利用者の家族の心身の状況の把握及び看護方法、介護方法等に関する助言等の実

施の状況 



（３）療養生活の支援の実施の状況 
（４）服薬の管理についての指導等の実施の状況 
（５）利用者等の悩み、不安等に対する看護の質の確保のための取組の状況 
（６）医療処置のための質の確保の取組の状況 
（７）病状の悪化の予防のための取組の状況 
（８）病状の急変に対する対応のための取組の状況 
（９）在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況 
ホ 通所介護 
（１）身体的拘束等（指定居宅サービス等基準第１２８条第４項に規定する身体的拘束

等をいう。以下同じ。）の排除のための取組の状況 
（２）計画的な機能訓練の実施の状況 
（３）利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 
（４）入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況 
（５）健康管理のための取組の状況 
（６）安全な送迎のための取組の状況 
（７）レクリエーションの実施に関する取組の状況 
（８）施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況 
へ 特定施設入居者生活介護 
（１）ホ（１）から（３）まで及び（５）に掲げる事項 
（２）特定施設入居者生活介護の質の確保のための取組の状況 
（３）利用者の生活の質の向上のための取組の状況 
ト 福祉用具貸与 
（１）居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況 
（２）福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況 
（３）福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況 
チ 居宅介護支援 
（１）要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況 
（２）入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況 
（３）公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況 
リ 介護福祉施設サービス 
（１）ホ（１）及び（２）に掲げる事項 
（２）入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 
（３）介護福祉施設サービスの質の確保のための取組の状況 
（４）ターミナルケアの質の確保のための取組の状況 
（５）入所者の生きがいの確保のための取組の状況 
ヌ 介護保健施設サービス 
（１）ホ（１）及び（２）に掲げる事項 
（２）入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況 
（３）栄養管理の質の確保のための取組の状況 
（４）入浴、排せつ等の介助の質の確保のための取組の状況 
（５）医学的管理下における介護の質の確保のための取組の状況 



（６）入所者の身体の状態等に応じた介護保健施設サービスの提供を確保するための

取組の状況 
（７）レクリエーションの質の確保のための取組の状況 
（８）退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況 
（９）在宅療養介護に対する支援の実施の状況 
 
３ 相談、苦情等の対応のために講じている措置 
  共通事項 
   相談、苦情等の対応のための取組の状況 
 
４ 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置 
 イ 共通事項（福祉用具貸与を除く。） 
（１）介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況 
（２）介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況 
ロ 福祉用具貸与 
（１）福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況 
（２）福祉用具の調整、交換等の取組の状況 
 
５ 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携 
イ 共通事項（（１）については特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、介護福祉施

設サービス及び介護保健施設サービスを除く。（２）については訪問介護、訪問入浴

介護、訪問看護及び通所介護に係る事項とする。） 
（１）介護支援専門員等との連携の状況 
（２）主治の医師等との連携の状況 

ロ 通所介護 
地域との連携、交流等の取組の状況 

ハ 特定施設入居者生活介護 
（１）指定居宅サービス等基準第１９１条第１項に規定する協力医療機関及び同条

第２項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況 
（２）地域との連携、交流等の取組の状況 

ニ 居宅介護支援 
（１）他の介護サービス事業者等との連携の状況 
（２）サービス担当者会議（指定居宅介護支援等基準第１３条第９号に規定するサ

ービス担当者会議をいう。）の開催等の状況 
ホ 介護福祉施設サービス 
（１）指定介護老人福祉施設基準第２８条第１項に規定する協力病院及び同条第

２項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況 
（２）地域との連携、交流等の取組の状況 

へ 介護保健施設サービス 
（１）介護老人保健施設基準第３０条第１項に規定する協力病院及び同条第２項

に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況 



（２）地域との連携、交流等の取組の状況 
 

第２ 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項 
１ 適切な事業運営の確保のために講じている措置 
共通事項 
（１）従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況 
（２）計画的な事業運営のための取組の状況 
（３）事業運営の透明性の確保のための取組の状況 
（４）介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況 

 ２ 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措

置 
共通事項（（３）については、通所介護、特定施設入居者生活介護、介護福祉施設

サービス、介護保健施設サービスを除く。） 
（１）事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況 
（２）介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための

取組の状況 
（３）従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況 

 
３ 安全管理及び衛生管理のために講じている措置 
共通事項 
安全管理及び衛生管理のための取組の状況 

 
４ 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置 
共通事項 
（１）個人情報の保護の確保のための取組の状況 
（２）介護サービスの提供記録の開示の実施の状況 

 
５ 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置 
共通事項 
（１）従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況 
（２）利用者等又は入所者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善

の実施の状況 
（３）介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況 

 
第３ 都道府県知事が必要と認めた事項 


